
 

 

議案 第１２５号・第１２６号       【街づくり支援部土木管理課】 

 特別区道路線の廃止及び認定について（西麻布三丁目） 

 

 

 これらの案は、西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、

特別区道路線を廃止し、及び認定するものです。 
 

 【西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業の概要】 

  西麻布三丁目北東地区内には、旧耐震基準の建物が多く残っており、オープンスペース

が不足していることから、防災性の向上が求められています。また、信号がない交差点が

あることから、歩行者空間の快適性、安全性に課題があります。 

  そのため、広場や歩行者デッキ等の整備により、回遊性の高い歩行者ネットワークを形

づくるとともに、地域の防災性や安全性を確保します。また、住宅、業務、店舗、ホテル

等の複合施設を整備することで、六本木地域に求められる複合市街地をつくります。 

 

 議案 第１２５号 

  特別区道路線の廃止について（西麻布三丁目） 

 【内容】                   【案内図】 

  特別区道第５１３号線を廃止します。 

   起 点 港区西麻布三丁目２３番５８先 

   終 点 港区西麻布三丁目１５９番 

   長 さ 約１９３ｍ 

 

 

 

 

 議案 第１２６号 

  特別区道路線の認定について（西麻布三丁目） 

 【内容】                   【案内図】 

  特別区道第１，２０２号線を認定します。 

   起 点 港区西麻布三丁目２３番５８先 

   終 点 港区西麻布三丁目１６４番 

   長 さ 約１４３ｍ 


